
薩摩川内市立幼稚園条例等の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ８  年  ３  月２３日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二  

 

薩摩川内市条例第  ５  号  

薩摩川内市立幼稚園条例等の一部を改正する条例  

 

（薩摩川内市立幼稚園条例の一部改正）  

第１条  薩摩川内市立幼稚園条例（平成１６年薩摩川内市条例第８９号）の一部

を次のように改正する。  

別表薩摩川内市立中津幼稚園の項中「上甑町中甑２５３番地」を「上甑町中

甑１９１番地１」に改める。  

（薩摩川内市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  薩摩川内市立幼稚園条例の一部を改正する条例（令和７年薩摩川内市条

例第３１号）の一部を次のように改正する。  

附則第１項に次のただし書を加える。  

ただし、別表薩摩川内市立東郷幼稚園の項の次に薩摩川内市立こしき幼稚

園の項を加える改正規定並びに別表薩摩川内市立里幼稚園の項、薩摩川内市

立中津幼稚園の項及び薩摩川内市立かのこ幼稚園鹿島分園の項を削る改正規

定は、令和９年４月１日から施行する。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日から

起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。  

 


